
第５９号議案 

   足立区育英資金貸付条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年２月２４日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

  足立区育英資金貸付条例の一部を改正する条例 

 足立区育英資金貸付条例（昭和３１年足立区条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 第７条第１項中「１０年」を「１５年」に改める。 

 第９条に次の１項を加える。 

２ 前項に規定するもののほか、当該年度に貸付を受けた者のうち、貸

付の申請時において、特に経済的な理由により修学が困難で、かつ、

成績優秀で心身健全であると区長が認める者が、規則で定める条件を

満たす場合は、区長は、償還金の一部を免除することができる。 

 第１０条第２項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号

の次に次の１号を加える。 

 （２） 前条第２項に該当する者の審査に関すること。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区育英資金貸付条例第７条及び第９条

の規定は、この条例の施行の日以後に学資金の貸付を受けた者につい

て適用し、同日前に貸付を受けた者については、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 償還金の減免事由を追加するほか、規定を整備する必要があるので、



この条例案を提出いたします。 

 


